
 

『令和３年度税制改正大綱（２） 退職所得課税の適正化等』 
 

 ＮＩＳＡでは、平成２９年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を令和３年４月１日におい

て開設している居住者等が、その個人番号を当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業

所の長に告知していない場合に、令和３年分以後の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定するた

めの手続を設けることとなった。 

 退職所得課税では、勤続年数が５年以下の者が受ける退職所得（特定役員退職手当等を除く）の金

額の計算につき、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち３００万円を超える部分について

は、２分の１とする措置を適用しないこととする。 

 セルフメディケーション税制については適用期限を５年延長、対象となる医薬品の範囲を見直すほ

か、取組関係書類の確定申告時の添付・提示を不要とする。 

 確定拠出年金制度では次の見直し後も、現行の小規模企業共済等掛金控除

を適用する。確定給付企業年金制度の加入者について、１）企業型確定拠出年

金の拠出限度額を、月額５．５万円から確定給付年金ごとの掛金相当額を控除し

た額とする。２）個人型確定拠出年金の拠出限度額を、月額５．５万円から確定給

付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額

（月額２万円を上限）とする。 

 

 『企業文化の変革が重要 ＤＸ加速で中間報告―経産省』 

 
 経済産業省は、日本企業がデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を加速するため、企業のとるべきア

クションと政府の対応策について検討、中間報告書「ＤＸレポート２（中間取りまとめ）」を公表した。コロナ

禍は一過性の特殊事象ではなく、常に起こり得る事業環境の変化。これまでは疑問を持たなかった企

業文化の変革に踏み込むことができたかどうかが対応の成否を分けたと分析。企業が競争上の優位性

を確立するには、常に変化する顧客・社会の課題を捉え、「素早く」変革「し続ける」能力を身に付ける。

ＩＴシステムのみならず、企業文化（固定観念）を変革することが重要だとの認識を示した。また、コロナ禍

でも従業員・顧客の安全を守りながら事業継続を可能とするには▽業務環境の

オンライン化▽業務プロセス・従業員の安全・健康管理・顧客接点のデジタル化

―といった対応を検討すべきだとし、経営トップのリーダーシップの下、こうした

ツールの迅速かつ全社的導入で企業文化を変革していく第一歩となると指摘。

さらに、企業が経営資源を競争領域に集中するためには、個社が別々ではなく、

業界内の他社と協調領域を合意形成して共通プラットフォームを構築し、協調

領域に対するリソースの投入を最小限にすべきだなどと提唱した。 
  
 出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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